
⽊質バイオマスのライフサイクルGHGについて
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１．⽊質バイオマスのライフサイクルGHG既定値
における区分について
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これまでの議論について

⚫ 木質バイオマスのライフサイクルGHG既定値については、「林地残材等」、「その他伐採木」、「製材等
残材」の区分が設けられており、第22回WGでは、これらの定義をより詳細に定めることとされた。

⚫ 本日は、これらの既定値区分の定義及び確認方法について、ご議論いただき内容を整理したい。
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本日の主な論点

⚫ 第19回WGでもご議論いただいたとおり、既定値区分「林地残材等」は栽培・伐採工程のGHGを計
上しておらず、「その他伐採木」は同工程のGHGを計上している点に違いがある一方で、それぞれの定
義が明確ではなかった。

⚫ 本日の主な論点として、伐採等により発生する木質バイオマスが、どのような考え方により、「林地残材
等」 または「その他伐採木」に分類されるか整理したい。
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木質バイオマスのライフサイクルGHG既定値における計上工程

林地残材等

森林
伐採木

（用材等利用）
製材所等

破砕 木質チップ 発電

収集・森林→破砕までの輸送 チップ工場→発電所までの輸送

林地残材等・・・計上される工程に、栽培・伐採工程を含まない その他伐採木・・・計上される工程に、栽培・伐採工程を含む

（参考）【第19回WGにおける主なご意見】

➢「林地残材等」と「その他伐採木」について、栽培工程の有無で区分していることは理解。一方で、具体的に
どのような燃料材がそれぞれの区分に該当するのか整理していただきたい。

出典：FIT/FIP 制度におけるバイオマス燃料のライフサイクルGHG排出量の既定値について



伐採等により発生する木質バイオマスのライフサイクルGHG既定値区分

⚫ FIT/FIP制度におけるライフサイクルGHG計算方法では、GHGの計上対象となる工程を、バイオマス
の種類ごとに特定するものとしており、農産物の収穫に伴って生じるバイオマスの既定値では、当該バ
イオマスが発生する工程において、それが主な目的生産物である場合に、当該工程で生じるGHGを
計上している。

⚫ この基本的な考え方に基づき、伐採により発生する木質バイオマスを整理すると以下のとおり。

✓ エネルギー利用目的の伐採により発生する木質バイオマス：
エネルギー利用を目的とする伐採により発生する木質バイオマスは、栽培・伐採工程における主な
目的生産物と判断できることから、栽培・伐採工程で生じるGHGを計上する。したがって、既定値
区分は「その他伐採木」とする。

✓ 上記目的以外の伐採等により発生する木質バイオマス：
用材の生産などを目的とする伐採等により発生する木質バイオマスは、用材として不向きな低質材
であると想定され、栽培・伐採工程における主な目的生産物ではないと判断できることから、栽培・
伐採工程で生じるGHGは計上しない。したがって、既定値区分は「林地残材等」とする。
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＜参考＞パーム油・PKSのライフサイクルGHG既定値の計算過程

出典：FIT/FIP 制度におけるバイオマス燃料のライフサイクルGHG排出量の既定値について



⽊質バイオマスのライフサイクルGHG既定値区分の定義・確認方法

⚫ 木質バイオマスのライフサイクルGHG既定値区分の定義、及び国内木質バイオマスの確認方法を整
理すると以下のとおり。

⚫ なお、輸入木質バイオマスについては、ライフサイクルGHGの確認方法に第三者認証を活用すること
から、各認証スキーム（SBP、GGL）に対し、既に各認証スキームにおいて規定されている区分の活
用も含め、以下の定義に対応した確認方法の整備を依頼することとしてはどうか。

ライフサイクル
GHG既定値

区分
定義 基本的な確認方法（国内木質バイオマス）

製材等残材
木材の加工時等に発生する、端材、おがくず、樹皮
等の残材

由来証明が「製材等残材」となるもの

林地残材等

用材生産を主目的とする伐採により発生する低質材
（端材、枝条を含む）、間伐材等。その他、エネル
ギー利用目的以外の伐採等により発生する病虫害
や自然災害による被害木、剪定枝、ダム流木等
（廃棄物の場合を除く）。

ライフサイクルGHG既定値区分「製材等残材」「その他伐採木」
以外の木質バイオマス

その他伐採木
エネルギー利用を目的とする伐採により発生する木質
バイオマス

当面、伐採齢が20年以下で主伐する場合（伐採届等で確
認）をエネルギー利用を目的とする伐採とみなす

木質バイオマスのライフサイクルGHG既定値区分の定義
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２．国内⽊質バイオマスの
ライフサイクルGHG確認方法の検討状況について

（報告）
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これまでの議論について

⚫ 国内木質バイオマスのライフサイクルGHG確認方法は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明の
ためのガイドライン」（木質バイオマス証明ガイドライン）の仕組みを確認手段として活用することとされ
ており、第22回WGでは、エネ庁及び林野庁において検討された内容を報告することとなっている。

⚫ 本日は、これら確認方法のうち、検討状況の一部についてご報告したい。

9

2023年7月4日 第22回バイオWG資料1から抜粋



本日の主な論点

⚫ 輸入木質バイオマスについては、国内に比べてサプライチェーンが長大であり、生産や輸送に係る情報のトレーサビ
リティ確保等が難しいことが想定されることから、ライフサイクルGHGの確認に第三者認証を活用することとしている。
サプライヤーからバイオマス燃料の情報を適切に入手する観点等から、発電事業者自身にも、第三者認証の取得
を求めている。

⚫ 一方で、国内木質バイオマスについては、主に地域を中心としたサプライチェーンであるため、情報のトレーサビリティ
確保等は比較的容易であると考えられ、事業者の負担を減らす観点からも、既存の仕組みの活用を検討すること
が重要と考えられる。ただし、既存の仕組みの一つである木質バイオマス証明ガイドラインは、木質バイオマスの供
給段階において、各事業者が適切な分別管理・証明に取り組むための仕組みであることから、発電事業者は対
象としていない。

⚫ 第19回WGでもご議論いただいたとおり、こうした制度の現状を踏まえ、国内木質バイオマスについてライフサイクル
GHGを確認する上で、基準適用対象となる発電事業者に求めるべき事項について検討を行った。

2022年11月22日 第19回バイオWG資料3から抜粋・一部加工 10

発電事業者
チップ製造
事業者

素材生産
事業者

木質バイオマス証明
GLに基づく認定団体

認定 認定

根拠書類

伐採届、森林経営
計画認定書、保安
林内立木伐採許可
決定通知書など

由来証明書

この物件は、間伐材
等由来の木質バイ
オマスであり、適切
に分別管理されてい
ることを証明します。

木質バイオマス証明
GLに基づく認定団体

間伐材 チップ

由来証明書

この物件は、間伐材
等由来の木質バイ
オマスであり、適切
に分別管理されてい
ることを証明します。

木質バイオマス証明ガイドラインの仕組み

本日の主な論点：
ライフサイクルGHGを確認する上で
発電事業者に求めるべき事項

（参考）

【第19回WGにおける主なご意見】

➢木質バイオマス証明ガイドラインで
は発電事業者を対象としていないが、
サプライチェーン全体のGHGを確認
するスキームとして適当か。



基準適用対象となる発電事業者に求めるべき事項について（検討の方向性）

【バイオマス燃料に係る情報のトレーサビリティ】

⚫ ライフサイクルGHG算定に必要な、バイオマス燃料に係る情報（輸送方式、距離等）については、木質バイオマ
ス証明ガイドラインの仕組みを活用して、サプライヤーから発電事業者に対して、情報が提供されることが想定さ
れる（詳細は別途WGで報告予定）。

【ライフサイクルGHGの算定】

⚫ 発電事業者は、これら情報が適切に提供され、発電効率等を計算・確認することで、バイオマス燃料のライフサ
イクルGHGの算定が可能。なお、発電効率については、出力規模に応じた適切な発電方式（蒸気タービン方
式、熱分解ガス化方式）を採用し、発電効率20~30％程度を確保することが一般的と考えられる。

⚫ 国内木質バイオマスに加え、輸入燃料も使用する発電事業者については、第三者認証の取得が求められてい
ることから、ライフサイクルGHGの算定能力の妥当性は一定程度担保されると考えられるのではないか。

【確認方法としての透明性】

⚫ 第24回WGでは、ライフサイクルGHG基準の適用対象となる発電事業者に対しては、透明性の担保や確認の
効率性の観点から、ライフサイクルGHGの確認方法として取得した第三者認証スキーム等の名称について、自
社のホームページ等で情報公開することを遵守事項とすることとした。

⚫ この情報公開の仕組みを活用し、国内木質バイオマスについては、確認方法としての透明性を一定程度担保す
るため、発電効率やサプライヤーの認定団体等の情報公開を発電事業者に求めることはできないか。
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％のエネルギーを使用することができ、



対象燃料
認定基準

発電事業者の
認証取得等

情報公開

対象 確認方法 位置付け 位置付け 公開する情報

持続可能性
基準

➢ 農産物の収穫に伴って
生じるバイオマス

〇
➢ 認定申請時に確認
➢ 情報公開や報告徴
収による確認が可能

ー
※ただし、発電事業者自
身が所有権を持った状
態で流通等を行う場合
は遵守事項

遵守事項

(i)第三者認証スキーム名称
(ii)燃料使用量・識別番号
※ただし、発電事業者自身が認証
を取得した場合は(ii)の情報公
開は不要

ライフサイクル
GHG基準

➢ 国内木質バイオマス
➢ 輸入木質バイオマス
➢ 農産物の収穫に伴って
生じるバイオマス

〇
※1,000kW以上、
2022年度以降の認
定案件（燃料の計画

変更含む）

➢ 認定申請時に確認
➢ 情報開示や報告徴
収による確認が可能

遵守事項

遵守事項 第三者認証スキーム等の名称

推奨事項
（努力義務）ライフサイクルGHGに係る

自主的取組

－ － －
推奨事項
（努力義務）

⚫ ライフサイクルGHG基準の適用対象となる発電事業者に対しては、透明性の担保や確認の効率
性の観点から、ライフサイクルGHGの確認方法として取得した第三者認証スキーム等の名称につい
て、自社のホームページ等で情報公開することを遵守事項とする。

⚫ なお、公開すべき情報範囲の見直しについては、毎年の自主的取組のフォローアップ状況等を参考
にしつつ、 ESG投資等の経営環境の変化も踏まえ、必要に応じて検討する。

＜参考＞ライフサイクルGHG基準の適用対象となる発電事業者に求める情報公開

ライフサイクルGHG基準の適用対象となる発電事業者に求める情報公開
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